
エネルギー価格高騰の負担軽減に 
省エネ設備への改修、更新を支援する
補助金の補正予算を計上 
～エネルギー価格等の物価高騰への事業者支援として、省エネル

ギー設備を導入する事業者に対し、経費の一部の補助を実施～ 

市では、エネルギー価格等の物価高騰を受け、中小企業者や個人事業主の負担軽減を

図り、省エネルギー性能の高い設備への更新を支援するための補助金に係る補正予算を、

令和５年６月定例会に計上した。 

財源としては、電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金を活用し、事業費

は総額１千５百万円とする。 

詳細は以下のとおり。 

 

●補正予算額（補助総額） 

  １千５百万円（１中小事業者等につき上限３０万円、５０事業者を想定） 

 

●交換対象機器（申請時点に置いて、野田市内の事業所等に設置され、製造若しくは導 

入から１０年以上経過している設備の更新が対象） 

エアコン、照明設備、電気温水器、ガス温水器、石油温水器 

 

●補助対象設備 

  上記対象設備のうち更新を行う設備で、以下の条件を満たしたもので、事業開始日

（現在８月１日を目標）後に補助金の交付決定を受け更新を行う設備を対象とする。 

 

 ・エアコン  目標年度 2027年度の省エネルギー基準達成率 100％以上のもの 

 ・照明設備  目標年度 2020年度の省エネルギー基準達成率 100％以上のもの 

 ・電気温水器 目標年度 2025年度の省エネルギー基準達成率 100％以上のもの 

 ・ガス温水器 目標年度 2025年度の省エネルギー基準達成率 100％以上のもの 

 ・石油温水器 目標年度 2025年度の省エネルギー基準達成率 100％以上のもの 

 

●補助対象経費 

  補助対象設備の導入に係る経費のうち本体価格のみとする。 

 

●補助率及び件数 

 ・補助対象経費の３分の１以内（1中小企業者等につき限度額３０万円） 

 ・補助対象件数 ５０事業者 



●補助対象者 

 ・中小企業基本法第２条第１項に規定する中小企業者及び個人事業主 

 ・中小企業者にあっては野田市内に本社を置いていること。 

 ・個人事業主にあっては野田市に住民登録があり、かつ野田市内に主たる事務所を置 

いていること。 

 

●申請期間 

 令和５年８月１日から１２月２８日まで 

 ※申請期間内であっても予算額に到達次第、受付を終了する。 

 ※令和６年２月２９日までに工事及び支払いが完了すること。 

 

問合せ＝商工労政課・直通 04-7123-1085 

代表 04-7125-1111（内線 3132） 

 

 

 

野 田 市 

（ＭＳゴシック・１８Ｐ・センタリング） 


